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別紙２

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品は定額法

リース資産は該当なし

（３）引当金の計上基準

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１） 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)

（２） 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)

（４） 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

（５） 収益業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)

 当法人では、収益公益事業を実施していないため作成していない。

（６） 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア  本部拠点（社会福祉事業 「本部」

イ  はくちょう拠点（社会福祉事業） 「生活介護支援事業　はくちょう」

ウ  つばさ拠点（社会福祉事業） 「就労継続B型支援事業　つばさ」

エ  やまばと拠点（社会福祉事業） 「やまばと地域活動支援事業」

「やまばと相談支援事業」

オ  障害児放課後クラブ拠点（社会福祉「障害児放課後クラブ」

カ　しえろ拠点区分（社会福祉「グループホームしえろ」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 （単位：円）

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

正職員については、社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構
が定める退職手当共済契約により退職手当を支給する。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

退職給付引当金は職員に対して将来支給する退職金のうち法人の負担する全国社会福祉事業団協議会
の共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上した。

賞与給付引当金は給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給する賞与(６
月）の見込額を支給対象月数(６カ月）で除したものを令和４年度期間における期末までの支給対象月数(４
カ月）で乗じて計算し計上した。

計算書類に対する注記（法人全体用）

（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第３様式、第２号第３様式、
第３号第３様式)

　建物（基本財産） 170,340,380 8,800,000 11,122,492 168,017,888

合計 180,340,380 8,800,000 11,122,492 178,017,888

10,000,000　定期預金 10,000,000 0 0
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担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

建物

機械及び装置

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

１1．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円） 

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５.合併及び事業譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

該当なし

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 224,834,259 56,816,371 168,017,888

16,103,088 6,372,263 9,730,825

器具及び備品 22,733,063 18,826,485 3,906,578

合計 303,626,453 117,318,743 186,307,710

構築物 3,289,480 714,639 2,574,841

車両運搬具 32,147,489 30,069,916 2,077,573

4,519,074 4,519,069 5

未収補助金 435,000 0 435,000

商品・製品 462,997 0 462,997

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 35,924,043 0 35,924,043

合  計 37,430,484 0 37,430,484

立替金 21,330 0 21,330

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにする
ために必要な事項

合  計 0 0 0

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

0 0 0

前払費用 587,114 0 587,114
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別紙２

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品は定額法

リース資産は該当なし

（３）引当金の計上基準

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））サービス区分が一つの拠点区分のため省略

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））サービス区分が一つの拠点区分のため省略

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円） 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円） 

徴収不能引当金の当期末残高

賞与給付引当金は給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給する賞与(６月）の見
込額を支給対象月数(６カ月）で除したものを令和４年度期間における期末までの支給対象月数(４カ月）で乗じて計
算し計上した。

合計 10,000,000 0 0

退職給付引当金は職員に対して将来支給する退職金のうち法人の負担する全国社会福祉事業団協議会の共済
制度掛金相当額を退職給付引当金に計上した。

正職員については、社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構が定める
退職手当共済契約により退職手当を支給する。

　　定期預金 10,000,000 0 0 10,000,000

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

10,000,000

器具及び備品 1,589,518 1,294,171 295,347

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

1,294,171 295,347

債権額

事業未収金 6,000 0

債権の当期末残高

6,000

合  計 6,000 0 6,000

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

合計 1,589,518
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１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円） 

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために
必要な事項

0 0 0

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

合  計

0 0 0
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別紙２

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品は定額法

リース資産は該当なし

（３）引当金の計上基準

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) はくちょう拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））サービス区分が一つの拠点区分のため省略

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））サービス区分が一つの拠点区分のため省略

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 （単位：円）

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

退職給付引当金は職員に対して将来支給する退職金のうち法人の負担する全国社会福祉事業団協議会
の共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上した。

正職員については、社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構
が定める退職手当共済契約により退職手当を支給する。

構築物 605,000 138,494 466,506

合計 79,751,265 26,826,328 52,924,937

車両運搬具 9,511,982 9,511,978 4

器具及び備品 4,033,348 3,167,383 865,965

建物（基本財産） 65,600,935 14,008,473 51,592,462

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

合計 54,581,197 0 2,988,735 51,592,462

51,592,462

計算書類に対する注記（はくちょう拠点区分用）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

　建物 54,581,197 0 2,988,735

賞与給付引当金は給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給する賞与(６
月）の見込額を支給対象月数(６カ月）で除したものを令和４年度期間における期末までの支給対象月数(４
カ月）で乗じて計算し計上した。
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９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円） 

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

時価 評価損益

0 0 0

合  計 0 0 0

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要
な事項

種類及び銘柄 帳簿価額

前払費用 11,154 0 11,154

合  計 13,281,614 0 13,281,614

未収補助金 435,000 0 435,000

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 12,835,460 0 12,835,460
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別紙２

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品は定額法

リース資産は該当なし

（３）引当金の計上基準

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)つばさ拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））サービス区分が一つの拠点区分のため省略

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））サービス区分が一つの拠点区分のため省略

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円） 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

合計 69,697,429 4,400,000 4,985,075

4,400,000 4,985,075 69,112,354

計算書類に対する注記（つばさ拠点区分用）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

退職給付引当金は職員に対して将来支給する退職金のうち法人の負担する全国社会福祉事業
団協議会の共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上した。

賞与給付引当金は給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給す
る賞与(６月）の見込額を支給対象月数(６カ月）で除したものを令和４年度期間における期末まで
の支給対象月数(４カ月）で乗じて計算し計上した。

正職員については、社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構
が定める退職手当共済契約により退職手当を支給する。

69,112,354

　　建物 69,697,429
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８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

器具及び備品

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円） 

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

評価損益

0 0 0

合  計 0 0 0

0 6,380

0 12,387,769

種類及び銘柄 帳簿価額 時価

合  計 12,387,769

前払費用 6,380

10,224,818 9,188,003 1,036,815

0 12,381,389

債権の当期末残高

73,405,628

10,736,658 10,647,267 89,391

債権額 徴収不能引当金の当期末残高

合計 123,876,324 50,470,696

事業未収金 12,381,389

2,684,480 576,145 2,108,335

4,519,074 4,519,069 5

1,489,158 430,430 1,058,728

建物（基本財産） 94,222,136 25,109,782 69,112,354

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにする
ために必要な事項

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
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別紙２

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品は定額法

リース資産は該当なし

（３）引当金の計上基準

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)やまばと拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））サービス区分が一つの拠点区分のため省略

ア　やまばと地域活動支援事業

イ　やまばと相談支援事業

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円） 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

建物

車両運搬具

器具及び備品

合計 81,886,387 29,606,083 52,280,304

3,550,000 3,549,999 1

4,121,869 3,599,797 522,072

9,203,330 4,758,171 4,445,159

合計 46,061,754 4,400,000 3,148,682

建物（基本財産） 65,011,188 17,698,116 47,313,072

4,400,000 3,148,682 47,313,072

計算書類に対する注記（やまばと拠点区分用）

正職員については、社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構
が定める退職手当共済契約により退職手当を支給する。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

退職給付引当金は職員に対して将来支給する退職金のうち法人の負担する全国社会福祉事業
団協議会の共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上した。

賞与給付引当金は給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給す
る賞与(６月）の見込額を支給対象月数(６カ月）で除したものを令和４年度期間における期末まで
の支給対象月数(４カ月）で乗じて計算し計上した。

47,313,072

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

　　建物 46,061,754
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９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円） 

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

評価損益

0 0 0

合  計 0 0 0

合  計 1,353,904 0 1,353,904

種類及び銘柄 帳簿価額 時価

前払費用 6,380 0 6,380

事業未収金 1,347,524 0 1,347,524

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにする
ために必要な事項

52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



別紙２

計算書類に対する注記（障害児放課後クラブ拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品は定額法

リース資産は該当なし

（３）引当金の計上基準

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)障害児放課後クラブ拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））サービス区分が一つの拠点区分のため省略

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））サービス区分が一つの拠点区分のため省略

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円） 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

建物

車両運搬具

器具及び備品

合計 11,865,943 7,283,806 4,582,137

6,523,849 5,296,089 1,227,760

966,594 870,798 95,796

4,375,500 1,116,919 3,258,581

合計

退職給付引当金は職員に対して将来支給する退職金のうち法人の負担する全国社会福祉事業団協議会
の共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上した。

賞与給付引当金は給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給する賞与(６
月）の見込額を支給対象月数(６カ月）で除したものを令和４年度期間における期末までの支給対象月数(４
カ月）で乗じて計算し計上した

正職員については、社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構
が定める退職手当共済契約により退職手当を支給する。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

該当なし
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９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円） 

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

評価損益

0 0 0

合  計 0 0 0

合  計 3,813,135 0 3,813,135

種類及び銘柄 帳簿価額 時価

事業未収金 3,813,135 0 3,813,135

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必
要な事項
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別紙２

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品は定額法

リース資産は該当なし

（３）引当金の計上基準

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)しえろ拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））サービス区分が一つの拠点区分のため省略

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））サービス区分が一つの拠点区分のため省略

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円） 

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

建物

車両運搬具

器具及び備品

合計 4,657,016 1,837,659 2,819,357

1,825,000 1,064,583 760,417

1,796,916 706,333 1,090,583

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

1,035,100 66,743 968,357

該当なし

合計

計算書類に対する注記（しえろ拠点区分用）

正職員については、社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構
が定める退職手当共済契約により退職手当を支給する。

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

退職給付引当金は職員に対して将来支給する退職金のうち法人の負担する全国社会福祉事業
団協議会の共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上した。

賞与給付引当金は給与規程における賞与の支給対象期間の定めに従い、決算後最初に支給す
る賞与(６月）の見込額を支給対象月数(６カ月）で除したものを令和４年度期間における期末まで
の支給対象月数(４カ月）で乗じて計算し計上した。
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９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円） 

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

0

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

0 0 0

合  計 6,175,065 0 6,175,065

合  計 0 0

前払費用 563,200 0 563,200

立替金 21,330 0 21,330

事業未収金 5,590,535 0 5,590,535

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにする
ために必要な事項
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